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被災地方公共団体における

スト レスチェ ッ ク 等実施事例集　

川内村 の取組

所在地 福島県双葉郡川内村

スト レスチェ ッ ク 対象者数 85名（ 令和３ 年９ 月１ 日現在）

（ 取材先： 総務課総務係 主査 服部芳治さ ん）

事例N O.

首長のリ ーダーシッ プにより 課題を解決。

風通し のよい職場づく り で、 職員の離職を防ぐ 。

　 東日本大震災発生時、 川内村は震度６ 弱の揺れに見舞われ

た。 建物等の損壊は少なく 、 人的被害（ 直接死） はなかっ た

が、 原発事故の影響により 、 事故後まも なく 全村避難を余儀

なく さ れ、役場機能も 郡山市内の仮設役場に移っ た。 その後、

放射線量が全体的に低く 、 また原発の水素爆発の危険性が低

く なっ たこ と から 、 平成 24 年 1 月、「 戻れる人から 戻ろ う 」

と 帰村宣言を行っ た。 役場機能も 速やかに村内に戻し 、 同年

3 月に業務を再開。 生活環境の回復やイ ンフ ラ 整備等、 様々

な施策に取り 組んだ。

　 現在の居住人口は事故前の居住人口の約８ 割に回復し てい

る。 原発事故で全村避難し てから 丸 10 年と なる令和 3 年 3

月 16 日、川内村は村民一人一人が輝く 村を目指し 「 輝村（ き

そん） 宣言」 を行っ た。 かつて「 帰村」 を宣言し た村は、 今

は「 輝村」 を掲げ新たな村づく り に取り 組んでいる。

　 川内村の職員数は 60 ～ 70 人と 規模が小さ い。 中小規模

の事業場は専任の産業保健スタ ッ フ の確保が難し く 、 一般的

にはメ ンタ ルヘルス対策が進みにく い傾向があるが、 川内村

は村長のリ ーダーシッ プの下、 厳し い環境の中で村の復旧・

復興に尽力する職員のメ ンタ ルヘルス対策に積極的に取り 組

んできた。 スト レスチェ ッ ク の活用を始め、 風通し のよい職

場づく り の秘訣について伺っ た。

職員の退職を機に、 メ ンタ ルヘルス対策を強化

　 震災直後、 職員は郡山市内の仮設役場で業務にあたり 、 毎

日交代で川内村に現状確認をし に行っ ていまし た。 帰村宣言

後、 役場機能も 川内村に戻り 、 職員は基本的に村内で業務を

行っ ていまし たが、 震災直後から 役場機能が戻っ た後 1 年ぐ

ら いは放射能に対する不安があり 、 それが一番スト レスを感

じ る部分であっ たかと 思います。 また、 自ら も 被災者である

も のの公務を優先せざるを得ない葛藤や慢性的な過重労働、

除染等今まで経験し たこ と のない災害対応業務に直面し 、 精

神的に追い込まれる職員も いまし た。

　 ただ、 そのよう な厳し い状況の中でも 震災を 直接の原因と

し て 離職し た職員は 1 ～ 2 名ほどし かいません（ 編集部注：

原発被災自治体の殆どで被災後 4 年間に 3 ～ 4 割の職員が退

職し ている ※。）。 こ れは原発によ る被害状況が他の自治体に

比べて小さ く 、 早い時点で帰村を進めら れたこ と が大きいの

で す が、 職員

同士の繋がり

や村長によ る

リ ーダ ーシ ッ

プ の強さ も 影

響し て いる の

で はな いかと

思われます。

　 川内村の人

口は 2,439 人（ 令和３ 年 12 月１ 日時点） と 少なく 、 当村の

職員は殆どが村内出身者。 も と も と 皆が小さ な頃から お互い

を知っ ている親戚のよう な関係で、 良いこ と も 悪いこ と も 一

緒に話し 合えるよう な雰囲気です。

　 また、 現村長は震災前から 首長を務めていますが、 オープ

ンで明るい性格なので、 元気のない職員がいれば執務室に呼

んで話をするこ と も あり ます。 大きな自治体では、 職員が首

長と 話す機会はなかなかないと 思いますが、 当村では気軽に

話すこ と ができ、 意見を言いやすかっ たり 、 一体感を持っ て

事業を行っ たり し やすい職場環境であると 思います。 村長も

職員一人ひと り のこ と をかなり 詳細に把握し ています。

　 こ のよう に職場の風通し の良さ から 、 災害対応業務に追わ

れる 職員のスト レ スも 軽減さ れている と こ ろ があり まし た

が、 震災から 数年経っ た頃、 復旧・ 復興事業に当たっ ていた

職員が精神的な不調から 退職する事態が起こ り まし た。 こ の

こ と をきっ かけに、 役場全体と し て職員のメ ンタ ルヘルス対

策によ り 真剣に取り 組まなければなら ないと の意識が高ま

り 、 それ以降現在に至るまで、 職員のメ ンタ ルヘルス対策に

は積極的に取り 組んでいます。

※ 「 福島イ ンサイ ド スト ーリ ー　 役場職員が見た原発避難と 震災復興」（ 今

井照・ 自治体政策研究会　 編著）

スト レスチェ ッ ク 後は全員面接が定着

　 スト レ スチェ ッ ク は義務化さ れる前から 、「 東日本大震災

に関連するメ ンタ ルヘルス総合対策事業」（ 地方公務員災害

補償基金） を活用する等し て実施し ていまし た。 除染業務や

保健福祉業務等、 直接復旧・ 復興業務に関わる部署では高ス

ト レ ス者の割合がかなり 高く 出ていまし た。 平成 28 年に全

平成24年 1 月31日「 帰村宣言」
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村避難指示が解除さ れ、そのあたり から 災害対応業務の中で、

と り わけスト レスがかかる除染業務が縮小し ていき、 今年度

（ 令和３ 年度） にはほぼなく なり まし た。 震災関連の予算も

縮小傾向にあり 、 こ れに伴い、 災害対応業務に起因するスト

レ スは軽減さ れてき ています。 こ こ 2 ～ 3 年は高スト レ ス

者の割合も 、 緩やかではあり ますが減少傾向にあり ます。

　 スト レスチェ ッ ク 実施後の面接は全職員が対象です。 スト

レスチェ ッ ク 義務化前から その様にし ており 、 また職員には

面接の意義を繰り 返し 周知し てきたため、 こ の運用が定着し

ています。 面接を希望し ない職員も いますがごく 僅かです。

　 面接は 7 月末から 8 月中旬までの間に一人 20 分で予めス

ケジュ ールを組んでいます。 こ の日はこ の課と いう よう に課

ごと に日を定め、 7 月頭の定例課長会議でスケジュ ールを周

知し 、 課員を面接に行かせるよう 依頼し ています。 日時の都

合がつかない場合は、 課内で調整し ても ら っ ています。 スト

レスチェ ッ ク は制度上、 高スト レス者にのみ面接を勧奨する

こ と になっ ていますが、 こ の方法だと 高スト レス者は自分が

そう であるこ と を周り に気付かれないため、 面接を受けやす

い取組になっ ていると 思います。

　 面接後、 継続的なフ ォ ローが必要な場合は、 2 ～ 3 か月後

にフ ォ ローアッ プ面接を設定し ています。 面接の時期が繁忙

期と 重なり 都合が付かなかっ た職員にも 、 別の時期に再設定

し ています。

スト レスチェ ッ ク で職場の課題を解決

　 集団分析や面接結果は、 労働安全衛生委員会のメ ンバーで

ある臨床心理士から 所見を得て、 課題を整理し た後、 村長に

報告し ています。 時には職場の人間関係等の課題が明ら かに

なるこ と も あり ます。当村は人数が少なく 、お互いを良く 知っ

ているから こ そ、 話せば分かるのにお互いが遠慮し たり 、 ど

う せあの人に話し ても 事態は変わら ないだろう と 思い込んで

し まっ たり し て、 組織の体制と し てう まく かみ合わなく なる

こ と も あり ます。 こ のよう な場合、 まずは臨床心理士や状況

に応じ て人事労務担当者が介入し 、 管理職や当事者間での話

し 合いの場を設定する等し て解決を試みます。 それでも 解決

し ない場合や状況が深刻である場合は、 村長が介入し ます。

介入の仕方はケースバイ ケースですが、 時には村長自ら が業

務時間内に管理職や係長、 当事者を集め、 お互いの状況を明

ら かにし 、 課題について共通認識を持たせたう えで、 解決に

導く こ と も あり ます。

　 また、 面接の結果、 就業上何ら かの措置が必要と なる職員

についても 、 村長に報告し ます。 村長は日頃から 職員一人ひ

と り に気を配っ ているので、 報告を受ける前から 大体の状況

を把握し ているこ と が多いのですが、 スト レスチェ ッ ク と い

う エビデンスを基に相談ができるのは、 担当者と し てはやり

やすいと こ ろがあり ます。 こ れら スト レスチェ ッ ク の結果を

踏まえ、 人員配置を工夫し ています。 実際にスト レスチェ ッ

ク の結果を 踏まえて人員配置を 行っ た後、 状況が改善する

ケースが多く 見受けら れます。

　 当然、 個人情報保護への配慮から 、 村長や管理職には共有

し ない情報も 多々あり ますが、 報告内容は本人の了承を得る

等十分に注意を払っ たう えで課題は共有し 、 解決の糸口に繋

げるよう 取り 組んでいます。

メ ンタ ルヘルス専門職と の連携を深め、

積極的に取組を進める

　 毎月の労働安全衛生委員会も 活用し て、 時間外勤務が月

50 時間を超える 職員や、 いつも と 様子が異なり メ ン タ ルヘ

ルス不調が疑われる職員等の対応策を協議し ています。 スト

レスチェ ッ ク による高スト レス者が多く 出ていた頃は、 労働

安全衛生委員会の開催後に、 高スト レス者に対し て産業医や

臨床心理士が定期的に面接を行っ ていまし た。 今でも 気にな

る職員がいた場合は、 随時、 産業医や臨床心理士に面接を実

施し ても ら っ ています。

　 産業医と 臨床心理士のお二人は、 と も に震災を機に川内村

に関わり を持つよう になっ た方々で、 震災後の村の状況を良

く 把握さ れているこ と から 、５ ～６ 年前にお声がけし まし た。

長年一緒にやっ ているこ と も あり 、 産業医と 臨床心理士、 総

務課の連携は良く 取れています。 以前は外部機関に面接を依

頼し ていまし たが、 面接実施者が毎回変わるため、 深い話は

し たく ないと いう 職員も いまし た。 今は毎回同じ 先生方なの

で、 職員も 心を開きやすく なっ ているよう です。 メ ンタ ルヘ

ルスの問題は、かなり デリ ケート で改善に時間がかかり ます。

地域の状況を把握し 、 かつ、 長く 付き合える産業保健スタ ッ

フ を確保し て、 職員と の間に信頼関係を築く こ と も 必要では

ないかと 思います。

　 結局、メ ンタ ルヘルス対策は人と 人と の関わり 合いなので、

枠にはめれば良いと いう わけではなく 、 それぞれの自治体で

それぞれの状況にマッ チする対応策を模索し ていく し かあり

ません。 例えば、 看護師や保健師等、 専門職の専任配置が難

し ければ、 人事労務担当者がそれら 専門職の職員と の関わり

を深く し て、 相談し やすい関係性を築いたり 、 職員同士で話

し ても 分から ないこ と があっ たら 、 事業場外の専門職に相談

し たり する等、 メ ンタ ルヘルス対策には人事労務担当者が専

門職と 積極的に繋がっ ていく こ と が重要だと 思っ ています。

総務課総務係 主査　 服部芳治さ ん

川内村ホームページ　 http ://w w w .ka w a uch im u ra .jp

川 内 村
Village of  Kaw auch i

http://www.kawauchimura.jp

